
議案第２４号

杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年２月２５日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例

杉並区国民健康保険条例（昭和３４年杉並区条例第２１号）の一部を次のように

改正する。

第１１条第１項各号中「２０歳」を「１８歳」に改める。

第１３条の３中「第１８条の２」の次に「及び第１８条の３」を加え、同条第１

号ウ中「第８１条の２第４項」を「第８１条の２第５項」に改め、同号エ中「第８

１条の２第９項第２号」を「第８１条の２第１０項第２号」に改め、同条第２号エ

中「第７２条の３第１項」の次に「及び第７２条の３の２第１項」を加える。

第１４条の４第１号中「１００分の７．１３」を「１００分の７．１６」に、

「１００分の５９」を「１００分の６１」に改め、同条第２号中「３万８，８００

円」を「４万２，１００円」に、「１００分の４１」を「１００分の３９」に改め

る。

第１４条の８中「６３万円」を「６５万円」に改める。

第１４条の９中「第１８条の２」の次に「及び第１８条の３」を加え、同条第２

号イ中「第７２条の３第１項」の次に「及び第７２条の３の２第１項」を加える。

第１４条の１２第１号中「１００分の２．４１」を「１００分の２．２８」に、

「１００分の５９」を「１００分の６１」に改め、同条第２号中「１００分の４

１」を「１００分の３９」に改める。

第１４条の１６中「１９万円」を「２０万円」に改める。

第１５条の４第１号中「１００分の５７」を「１００分の５８」に改め、同条第

２号中「１万７，０００円」を「１万６，６００円」に、「１００分の４３」を

「１００分の４２」に改める。

第１８条第１項及び第２項中「次条各号」の次に「若しくは第１８条の３各号」



を加える。

第１８条の２の見出しを「（低所得者の保険料の減額）」に改め、同条中「６３

万円」を「６５万円」に、「１９万円」を「２０万円」に改め、同条第１号ア中

「２万７，１６０円」を「２万９，４７０円」に改め、同号ウ中「１万１，９００

円」を「１万１，６２０円」に改め、同条第２号ア中「１万９，４００円」を「２

万１，０５０円」に改め、同号ウ中「８，５００円」を「８，３００円」に改め、

同条第３号ア中「７，７６０円」を「８，４２０円」に改め、同号ウ中「３，４０

０円」を「３，３２０円」に改め、同条の次に次の１条を加える。

（未就学児の被保険者均等割額の減額）

第１８条の３ 当該年度において、納付義務者の属する世帯に６歳に達する日以後

の最初の３月３１日以前である被保険者がある場合における当該被保険者に係る

当該年度分の被保険者均等割額（前条に規定する金額を減額するものとした場合

にあつては、その減額後の被保険者均等割額）は、当該被保険者均等割額から、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額と

する。

(１) 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額

ア 前条第１号アに規定する金額を減額した世帯 ６，３１５円

イ 前条第２号アに規定する金額を減額した世帯 １万５２５円

ウ 前条第３号アに規定する金額を減額した世帯 １万６，８４０円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ２万１，０５０円

(２) 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 前条第１号イに規定する金額を減額した世帯 １，９８０円

イ 前条第２号イに規定する金額を減額した世帯 ３，３００円

ウ 前条第３号イに規定する金額を減額した世帯 ５，２８０円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ６，６００円

第１９条中「及び前条」を「及び第１８条の２」に、「前条第１号」を「第１８

条の２第１号」に改める。



附 則

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

２ 改正後の第１３条の３、第１４条の４、第１４条の８、第１４条の９、第１４

条の１２、第１４条の１６、第１５条の４及び第１８条から第１８条の３までの

規定は、令和４年度分の保険料から適用し、令和３年度分までの保険料について

は、なお従前の例による。

（提案理由）

保険料率等を改定する等の必要がある。
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杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

（結核・精神医療給付金） （結核・精神医療給付金）

第１１条 結核医療給付金は、被保険者 第１１条 結核医療給付金は、被保険者

が感染症の予防及び感染症の患者に対 が感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律（平成１０年法 する医療に関する法律（平成１０年法

律第１１４号）第３７条の２第１項 律第１１４号）第３７条の２第１項

（同法第６４条第１項の規定により、 （同法第６４条第１項の規定により、

読み替えられる場合を含む。）の規定 読み替えられる場合を含む。）の規定

による負担において医療に関する給付 による負担において医療に関する給付

を受ける場合であつて、次の各号に掲 を受ける場合であつて、次の各号に掲

げる被保険者の区分に応じ、当該各号 げる被保険者の区分に応じ、当該各号

に定める者が、第３項に定める申請の に定める者が、第３項に定める申請の

あつた月の属する年度（結核医療給付 あつた月の属する年度（結核医療給付

金の申請のあつた月が４月又は５月の 金の申請のあつた月が４月又は５月の

ときは、前年度）分の特別区民税（市 ときは、前年度）分の特別区民税（市

町村民税を含むものとし、地方税法 町村民税を含むものとし、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第３２ （昭和２５年法律第２２６号）第３２

８条の規定によつて課する所得割を除 ８条の規定によつて課する所得割を除

く。以下この条において同じ。）が課 く。以下この条において同じ。）が課

されない者（条例の定めるところによ されない者（条例の定めるところによ

り当該特別区民税を免除された者を含 り当該特別区民税を免除された者を含

む。）であるときに支給する。 む。）であるときに支給する。

(１) １８歳以上の被保険者 当該被 (１) ２０歳以上の被保険者 当該被

保険者 保険者

(２) １８歳未満の被保険者 当該被 (２) ２０歳未満の被保険者 当該被

保険者の属する世帯の世帯主 保険者の属する世帯の世帯主

資 料



- 2 -

２～６ 略 ２～６ 略

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） （一般被保険者に係る基礎賦課総額）

第１３条の３ 保険料の賦課額のうち一 第１３条の３ 保険料の賦課額のうち一

般被保険者（法附則第７条第１項に規 般被保険者（法附則第７条第１項に規

定する退職被保険者等（以下「退職被 定する退職被保険者等（以下「退職被

保険者等」という。）以外の被保険者 保険者等」という。）以外の被保険者

をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課 をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課

額（第１８条の２及び第１８条の３の 額（第１８条の２ の

規定により基礎賦課額を減額するもの 規定により基礎賦課額を減額するもの

とした場合にあつては、その減額する とした場合にあつては、その減額する

こととなる額を含む。）の総額（以下 こととなる額を含む。）の総額（以下

「基礎賦課総額」という。）は、第１ 「基礎賦課総額」という。）は、第１

号に掲げる額の見込額から第２号に掲 号に掲げる額の見込額から第２号に掲

げる額の見込額を控除した額を基準と げる額の見込額を控除した額を基準と

して算定した額とする。 して算定した額とする。

(１) 当該年度における次に掲げる額 (１) 当該年度における次に掲げる額

の合算額 の合算額

ア及びイ 略 ア及びイ 略

ウ 法第８１条の２第５項の財政安 ウ 法第８１条の２第４項の財政安

定化基金拠出金の納付に要する費 定化基金拠出金の納付に要する費

用の額 用の額

エ 法第８１条の２第１０項第２号 エ 法第８１条の２第９項第２号

に規定する財政安定化基金事業借 に規定する財政安定化基金事業借

入金の償還に要する費用の額 入金の償還に要する費用の額

オ及びカ 略 オ及びカ 略

(２) 当該年度における次に掲げる額 (２) 当該年度における次に掲げる額

の合算額 の合算額

ア～ウ 略 ア～ウ 略

エ その他区の国民健康保険に関す エ その他区の国民健康保険に関す
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資 料

る特別会計において負担する国民 る特別会計において負担する国民

健康保険事業に要する費用（国民 健康保険事業に要する費用（国民

健康保険事業費納付金の納付に要 健康保険事業費納付金の納付に要

する費用のうち都の国民健康保険 する費用のうち都の国民健康保険

に関する特別会計において負担す に関する特別会計において負担す

る後期高齢者支援金等、病床転換 る後期高齢者支援金等、病床転換

支援金等及び介護納付金の納付に 支援金等及び介護納付金の納付に

要する費用に充てる部分並びに国 要する費用に充てる部分並びに国

民健康保険の事務の執行に要する 民健康保険の事務の執行に要する

費用を除く。）のための収入（法 費用を除く。）のための収入（法

附則第９条第１項の規定により読 附則第９条第１項の規定により読

み替えられた法第７２条の３第１ み替えられた法第７２条の３第１

項及び第７２条の３の２第１項の 項 の

規定による繰入金及び国民健康保 規定による繰入金及び国民健康保

険保険給付費等交付金（退職被保 険保険給付費等交付金（退職被保

険者等の療養の給付等に要する費 険者等の療養の給付等に要する費

用に係るものに限る。）を除 用に係るものに限る。）を除

く。）の額 く。）の額

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険 （一般被保険者に係る基礎賦課額の保険

料率） 料率）

第１４条の４ 一般被保険者に係る基礎 第１４条の４ 一般被保険者に係る基礎

賦課額の保険料率は、次のとおりとす 賦課額の保険料率は、次のとおりとす

る。 る。

(１) 所得割 １００分の７．１６ (１) 所得割 １００分の７．１３

（一般被保険者に係る基礎賦課総額 （一般被保険者に係る基礎賦課総額

の１００分の６１に相当する額を一 の１００分の５９に相当する額を一

般被保険者に係る賦課期日の属する 般被保険者に係る賦課期日の属する

年の前年の所得に係る基礎控除後の 年の前年の所得に係る基礎控除後の

総所得金額等の見込額（政令第２９ 総所得金額等の見込額（政令第２９



- 4 -

条の７第２項第４号ただし書に規定 条の７第２項第４号ただし書に規定

する場合にあつては、国民健康保険 する場合にあつては、国民健康保険

法施行規則（昭和３３年厚生省令第 法施行規則（昭和３３年厚生省令第

５３号。以下「省令」という。）第 ５３号。以下「省令」という。）第

３２条の９に規定する方法により補 ３２条の９に規定する方法により補

正された後の金額）の総額で除して 正された後の金額）の総額で除して

得た数） 得た数）

(２) 被保険者均等割 被保険者１人 (２) 被保険者均等割 被保険者１人

につき４万２，１００円（一般被保 につき３万８，８００円（一般被保

険者に係る基礎賦課総額の１００分 険者に係る基礎賦課総額の１００分

の３９に相当する額を当該年度の前 の４１に相当する額を当該年度の前

年度及びその直前の２箇年度の各年 年度及びその直前の２箇年度の各年

度における一般被保険者の数等を勘 度における一般被保険者の数等を勘

案して算定した数で除して得た額） 案して算定した数で除して得た額）

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額）

第１４条の８ 第１３条の４又は第１４ 第１４条の８ 第１３条の４又は第１４

条の５の基礎賦課額（一般被保険者と 条の５の基礎賦課額（一般被保険者と

退職被保険者等が同一の世帯に属する 退職被保険者等が同一の世帯に属する

場合には、第１３条の４の基礎賦課額 場合には、第１３条の４の基礎賦課額

と第１４条の５の基礎賦課額との合算 と第１４条の５の基礎賦課額との合算

額をいう。第１８条及び第１８条の２ 額をいう。第１８条及び第１８条の２

において同じ。）は、６５万円を超え において同じ。）は、６３万円を超え

ることができない。 ることができない。

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金 （一般被保険者に係る後期高齢者支援金

等賦課総額） 等賦課総額）

第１４条の９ 保険料の賦課額のうち一 第１４条の９ 保険料の賦課額のうち一

般被保険者に係る後期高齢者支援金等 般被保険者に係る後期高齢者支援金等

賦課額（第１８条の２及び第１８条の 賦課額（第１８条の２

３の規定により後期高齢者支援金等賦 の規定により後期高齢者支援金等賦
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資 料

課額を減額するものとした場合にあつ 課額を減額するものとした場合にあつ

ては、その減額することとなる額を含 ては、その減額することとなる額を含

む。）の総額（以下「後期高齢者支援 む。）の総額（以下「後期高齢者支援

金等賦課総額」という。）は、第１号 金等賦課総額」という。）は、第１号

に掲げる額の見込額から第２号に掲げ に掲げる額の見込額から第２号に掲げ

る額の見込額を控除した額を基準とし る額の見込額を控除した額を基準とし

て算定した額とする。 て算定した額とする。

(１) 略 (１) 略

(２) 当該年度における次に掲げる額 (２) 当該年度における次に掲げる額

の合算額 の合算額

ア 略 ア 略

イ その他区の国民健康保険に関す イ その他区の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する国民 る特別会計において負担する国民

健康保険事業に要する費用（国民 健康保険事業に要する費用（国民

健康保険事業費納付金の納付に要 健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に限る。）のための収入 する費用に限る。）のための収入

（法附則第９条第１項の規定によ （法附則第９条第１項の規定によ

り読み替えられた法第７２条の３ り読み替えられた法第７２条の３

第１項及び第７２条の３の２第１ 第１項

項の規定による繰入金を除く。） の規定による繰入金を除く。）

の額 の額

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金 （一般被保険者に係る後期高齢者支援金

等賦課額の保険料率） 等賦課額の保険料率）

第１４条の１２ 一般被保険者に係る後 第１４条の１２ 一般被保険者に係る後

期高齢者支援金等賦課額の保険料率 期高齢者支援金等賦課額の保険料率

は、次のとおりとする。 は、次のとおりとする。

(１) 所得割 １００分の２．２８ (１) 所得割 １００分の２．４１

（一般被保険者に係る後期高齢者支 （一般被保険者に係る後期高齢者支

援金等賦課総額の１００分の６１に 援金等賦課総額の１００分の５９に
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相当する額を一般被保険者に係る賦 相当する額を一般被保険者に係る賦

課期日の属する年の前年の所得に係 課期日の属する年の前年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額等の見込 る基礎控除後の総所得金額等の見込

額（政令第２９条の７第３項第４号 額（政令第２９条の７第３項第４号

ただし書に規定する場合にあつて ただし書に規定する場合にあつて

は、省令第３２条の９の２に規定す は、省令第３２条の９の２に規定す

る方法により補正された後の金額） る方法により補正された後の金額）

の総額で除して得た数） の総額で除して得た数）

(２) 被保険者均等割 被保険者１人 (２) 被保険者均等割 被保険者１人

につき１万３，２００円（一般被保 につき１万３，２００円（一般被保

険者に係る後期高齢者支援金等賦課 険者に係る後期高齢者支援金等賦課

総額の１００分の３９に相当する額 総額の１００分の４１に相当する額

を当該年度の前年度及びその直前の を当該年度の前年度及びその直前の

２箇年度の各年度における一般被保 ２箇年度の各年度における一般被保

険者の数等を勘案して算定した数で 険者の数等を勘案して算定した数で

除して得た額） 除して得た額）

（後期高齢者支援金等賦課限度額） （後期高齢者支援金等賦課限度額）

第１４条の１６ 第１４条の１０又は第 第１４条の１６ 第１４条の１０又は第

１４条の１３の後期高齢者支援金等賦 １４条の１３の後期高齢者支援金等賦

課額（一般被保険者と退職被保険者等 課額（一般被保険者と退職被保険者等

が同一の世帯に属する場合には、第１ が同一の世帯に属する場合には、第１

４条の１０の後期高齢者支援金等賦課 ４条の１０の後期高齢者支援金等賦課

額と第１４条の１３の後期高齢者支援 額と第１４条の１３の後期高齢者支援

金等賦課額との合算額をいう。第１８ 金等賦課額との合算額をいう。第１８

条及び第１８条の２において同じ。） 条及び第１８条の２において同じ。）

は、２０万円を超えることができな は、１９万円を超えることができな

い。 い。

（介護納付金賦課額の保険料率） （介護納付金賦課額の保険料率）

第１５条の４ 介護納付金賦課被保険者 第１５条の４ 介護納付金賦課被保険者
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に係る介護納付金賦課額の保険料率 に係る介護納付金賦課額の保険料率

は、次のとおりとする。 は、次のとおりとする。

(１) 所得割 １００分の２．２０ (１) 所得割 １００分の２．２０

（介護納付金賦課総額の１００分の （介護納付金賦課総額の１００分の

５８に相当する額を介護納付金賦課 ５７に相当する額を介護納付金賦課

被保険者に係る賦課期日の属する年 被保険者に係る賦課期日の属する年

の前年の所得に係る基礎控除後の総 の前年の所得に係る基礎控除後の総

所得金額等の見込額（政令第２９条 所得金額等の見込額（政令第２９条

の７第４項第４号ただし書に規定す の７第４項第４号ただし書に規定す

る場合にあつては、省令第３２条の る場合にあつては、省令第３２条の

１０に規定する方法により補正され １０に規定する方法により補正され

た後の金額）の総額で除して得た た後の金額）の総額で除して得た

数） 数）

(２) 被保険者均等割 被保険者１人 (２) 被保険者均等割 被保険者１人

につき１万６，６００円（介護納付 につき１万７，０００円（介護納付

金賦課総額の１００分の４２に相当 金賦課総額の１００分の４３に相当

する額を当該年度の前年度及びその する額を当該年度の前年度及びその

直前の２箇年度の各年度における介 直前の２箇年度の各年度における介

護納付金賦課被保険者の数等を勘案 護納付金賦課被保険者の数等を勘案

して算定した数で除して得た額） して算定した数で除して得た額）

（賦課期日後において納付義務の発生、 （賦課期日後において納付義務の発生、

消滅又は被保険者数の異動等があつた場 消滅又は被保険者数の異動等があつた場

合） 合）

第１８条 保険料の賦課期日後に納付義 第１８条 保険料の賦課期日後に納付義

務が発生した場合、１世帯に属する被 務が発生した場合、１世帯に属する被

保険者数が増加し、若しくは減少した 保険者数が増加し、若しくは減少した

場合、１世帯に属する被保険者が介護 場合、１世帯に属する被保険者が介護

納付金賦課被保険者となつた若しくは 納付金賦課被保険者となつた若しくは

介護納付金賦課被保険者でなくなつた 介護納付金賦課被保険者でなくなつた
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場合又は政令第２９条の７の２第２項 場合又は政令第２９条の７の２第２項

に規定する特例対象被保険者等（以下 に規定する特例対象被保険者等（以下

「特例対象被保険者等」という。）と 「特例対象被保険者等」という。）と

なつた場合における当該納付義務者に なつた場合における当該納付義務者に

係る第１３条の４、第１４条の５、第 係る第１３条の４、第１４条の５、第

１４条の１０、第１４条の１３若しく １４条の１０、第１４条の１３若しく

は第１５条の２の額又は次条各号若し は第１５条の２の額又は次条各号

くは第１８条の３各号に定める額の算 に定める額の算

定は、それぞれ、その納付義務が発生 定は、それぞれ、その納付義務が発生

した日、被保険者数が増加し、若しく した日、被保険者数が増加し、若しく

は減少した日（法第６条第１号から第 は減少した日（法第６条第１号から第

８号までの規定のいずれかに該当した ８号までの規定のいずれかに該当した

ことにより被保険者数が減少した場合 ことにより被保険者数が減少した場合

においては、その減少した日が月の初 においては、その減少した日が月の初

日であるときに限り、その前日とす 日であるときに限り、その前日とす

る。）、１世帯に属する被保険者が介 る。）、１世帯に属する被保険者が介

護納付金賦課被保険者となつた若しく 護納付金賦課被保険者となつた若しく

は介護納付金賦課被保険者でなくなつ は介護納付金賦課被保険者でなくなつ

た日又は特例対象被保険者等となつた た日又は特例対象被保険者等となつた

日の属する月から、月割りをもつて行 日の属する月から、月割りをもつて行

う。 う。

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消 ２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消

滅した場合における当該納付義務者に 滅した場合における当該納付義務者に

係る第１３条の４、第１４条の５、第 係る第１３条の４、第１４条の５、第

１４条の１０、第１４条の１３若しく １４条の１０、第１４条の１３若しく

は第１５条の２の額又は次条各号若し は第１５条の２の額又は次条各号

くは第１８条の３各号に定める額の算 に定める額の算

定は、その納付義務が消滅した日（法 定は、その納付義務が消滅した日（法

第６条第１号から第８号までの規定の 第６条第１号から第８号までの規定の
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いずれかに該当したことにより納付義 いずれかに該当したことにより納付義

務が消滅した場合においては、その消 務が消滅した場合においては、その消

滅した日が月の初日であるときに限 滅した日が月の初日であるときに限

り、その前日とする。）の属する月の り、その前日とする。）の属する月の

前月まで、月割りをもつて行う。 前月まで、月割りをもつて行う。

（低所得者の保険料の減額） （保険料の減額）

第１８条の２ 次の各号に該当する納付 第１８条の２ 次の各号に該当する納付

義務者に対して課する保険料の額は、 義務者に対して課する保険料の額は、

第１３条の４又は第１４条の５の基礎 第１３条の４又は第１４条の５の基礎

賦課額から、それぞれ当該各号のアに 賦課額から、それぞれ当該各号のアに

定める額を減額して得た額（当該減額 定める額を減額して得た額（当該減額

して得た額が６５万円を超える場合に して得た額が６３万円を超える場合に

は、６５万円）及び第１４条の１０又 は、６３万円）及び第１４条の１０又

は第１４条の１３の後期高齢者支援金 は第１４条の１３の後期高齢者支援金

等賦課額から、それぞれ当該各号のイ 等賦課額から、それぞれ当該各号のイ

に定める額を減額して得た額（当該減 に定める額を減額して得た額（当該減

額して得た額が２０万円を超える場合 額して得た額が１９万円を超える場合

には、２０万円）並びに第１５条の２ には、１９万円）並びに第１５条の２

の介護納付金賦課額から、それぞれ当 の介護納付金賦課額から、それぞれ当

該各号のウに定める額を減額して得た 該各号のウに定める額を減額して得た

額（当該減額して得た額が１７万円を 額（当該減額して得た額が１７万円を

超える場合には、１７万円）の合算額 超える場合には、１７万円）の合算額

とする。 とする。

(１) 世帯主、当該年度の保険料賦課 (１) 世帯主、当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付義 期日（賦課期日後に保険料の納付義

務が発生した場合にはその発生した 務が発生した場合にはその発生した

日とする。）現在においてその世帯 日とする。）現在においてその世帯

に属する被保険者及び特定同一世帯 に属する被保険者及び特定同一世帯

所属者（法第６条第８号に該当した 所属者（法第６条第８号に該当した
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ことにより被保険者の資格を喪失し ことにより被保険者の資格を喪失し

た者であつて、当該資格を喪失した た者であつて、当該資格を喪失した

日の前日以後継続して同一の世帯に 日の前日以後継続して同一の世帯に

属するものをいう。以下同じ。）に 属するものをいう。以下同じ。）に

つき算定した地方税法第３１４条の つき算定した地方税法第３１４条の

２第１項に規定する総所得金額（同 ２第１項に規定する総所得金額（同

法第３１７条の２第１項第２号に規 法第３１７条の２第１項第２号に規

定する青色専従者給与額又は同法第 定する青色専従者給与額又は同法第

３１３条第５項に規定する事業専従 ３１３条第５項に規定する事業専従

者控除額については、同条第３項、 者控除額については、同条第３項、

第４項又は第５項の規定を適用せ 第４項又は第５項の規定を適用せ

ず、所得税法（昭和４０年法律第３ ず、所得税法（昭和４０年法律第３

３号）第５７条第１項、第３項又は ３号）第５７条第１項、第３項又は

第４項の規定の例によらないものと 第４項の規定の例によらないものと

し、地方税法第３１４条の２第１項 し、地方税法第３１４条の２第１項

に規定する山林所得金額及び他の所 に規定する山林所得金額及び他の所

得と区分して計算される所得の金額 得と区分して計算される所得の金額

（同法附則第３３条の２第５項に規 （同法附則第３３条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等 定する上場株式等に係る配当所得等

の金額（同法附則第３５条の２の６ の金額（同法附則第３５条の２の６

第１１項又は第１５項の規定の適用 第１１項又は第１５項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金 がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３３条の３第５項 額）、同法附則第３３条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等 に規定する土地等に係る事業所得等

の金額、同法附則第３４条第４項に の金額、同法附則第３４条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額、同法 規定する長期譲渡所得の金額、同法

附則第３５条第５項に規定する短期 附則第３５条第５項に規定する短期

譲渡所得の金額、同法附則第３５条 譲渡所得の金額、同法附則第３５条

の２第５項に規定する一般株式等に の２第５項に規定する一般株式等に
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係る譲渡所得等の金額（同法附則第 係る譲渡所得等の金額（同法附則第

３５条の３第１５項の規定の適用が ３５条の３第１５項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金 ある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の２の２第 額）、同法附則第３５条の２の２第

５項に規定する上場株式等に係る譲 ５項に規定する上場株式等に係る譲

渡所得等の金額（同法附則第３５条 渡所得等の金額（同法附則第３５条

の２の６第１５項又は第３５条の３ の２の６第１５項又は第３５条の３

第１３項若しくは第１５項の規定の 第１３項若しくは第１５項の規定の

適用がある場合には、その適用後の 適用がある場合には、その適用後の

金額）、同法附則第３５条の４第４ 金額）、同法附則第３５条の４第４

項に規定する先物取引に係る雑所得 項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額（同法附則第３５条の４の 等の金額（同法附則第３５条の４の

２第７項の規定の適用がある場合に ２第７項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、外国居住 は、その適用後の金額）、外国居住

者等の所得に対する相互主義による 者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律第 所得税等の非課税等に関する法律第

８条第２項に規定する特例適用利子 ８条第２項に規定する特例適用利子

等の額、同条第４項に規定する特例 等の額、同条第４項に規定する特例

適用配当等の額、租税条約等実施特 適用配当等の額、租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１０項に規定 例法第３条の２の２第１０項に規定

する条約適用利子等の額及び同条第 する条約適用利子等の額及び同条第

１２項に規定する条約適用配当等の １２項に規定する条約適用配当等の

額をいう。以下この条において同 額をいう。以下この条において同

じ。）の算定についても同様とす じ。）の算定についても同様とす

る。以下この条において同じ。）及 る。以下この条において同じ。）及

び山林所得金額並びに他の所得と区 び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算 分して計算される所得の金額の合算

額が、地方税法第３１４条の２第２ 額が、地方税法第３１４条の２第２

項第１号に定める金額（世帯主並び 項第１号に定める金額（世帯主並び



- 12 -

に当該世帯主の世帯に属する被保険 に当該世帯主の世帯に属する被保険

者及び特定同一世帯所属者（次号及 者及び特定同一世帯所属者（次号及

び第３号において「世帯主等」とい び第３号において「世帯主等」とい

う。）のうち給与所得を有する者 う。）のうち給与所得を有する者

（前年中に同条第１項に規定する総 （前年中に同条第１項に規定する総

所得金額に係る所得税法第２８条第 所得金額に係る所得税法第２８条第

１項に規定する給与所得について同 １項に規定する給与所得について同

条第３項に規定する給与所得控除額 条第３項に規定する給与所得控除額

の控除を受けた者（同条第１項に規 の控除を受けた者（同条第１項に規

定する給与等の収入金額が５５万円 定する給与等の収入金額が５５万円

を超える者に限る。）をいう。以下 を超える者に限る。）をいう。以下

この号において同じ。）の数及び公 この号において同じ。）の数及び公

的年金等に係る所得を有する者（前 的年金等に係る所得を有する者（前

年中に地方税法第３１４条の２第１ 年中に地方税法第３１４条の２第１

項に規定する総所得金額に係る所得 項に規定する総所得金額に係る所得

税法第３５条第３項に規定する公的 税法第３５条第３項に規定する公的

年金等に係る所得について同条第４ 年金等に係る所得について同条第４

項に規定する公的年金等控除額の控 項に規定する公的年金等控除額の控

除を受けた者（年齢６５歳未満の者 除を受けた者（年齢６５歳未満の者

にあつては当該公的年金等の収入金 にあつては当該公的年金等の収入金

額が６０万円を超える者に限り、年 額が６０万円を超える者に限り、年

齢６５歳以上の者にあつては当該公 齢６５歳以上の者にあつては当該公

的年金等の収入金額が１１０万円を 的年金等の収入金額が１１０万円を

超える者に限る。）をいい、給与所 超える者に限る。）をいい、給与所

得を有する者を除く。）の数の合計 得を有する者を除く。）の数の合計

数（以下この条において「給与所得 数（以下この条において「給与所得

者等の数」という。）が２以上の場 者等の数」という。）が２以上の場

合にあつては、地方税法第３１４条 合にあつては、地方税法第３１４条

の２第２項第１号に定める金額に当 の２第２項第１号に定める金額に当
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該給与所得者等の数から１を減じた 該給与所得者等の数から１を減じた

数に１０万円を乗じて得た金額を加 数に１０万円を乗じて得た金額を加

えた金額）を超えない世帯に係る保 えた金額）を超えない世帯に係る保

険料の納付義務者 険料の納付義務者

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等 ア 基礎賦課額に係る被保険者均等

割額 被保険者１人について２万 割額 被保険者１人について２万

９，４７０円 ７，１６０円

イ 略 イ 略

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険 ウ 介護納付金賦課額に係る被保険

者均等割額 被保険者１人につい 者均等割額 被保険者１人につい

て１万１，６２０円 て１万１，９００円

(２) 前号に規定する総所得金額及び (２) 前号に規定する総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区分 山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額 して計算される所得の金額の合算額

が、地方税法第３１４条の２第２項 が、地方税法第３１４条の２第２項

第１号に定める金額（世帯主等のう 第１号に定める金額（世帯主等のう

ち給与所得者等の数が２以上の場合 ち給与所得者等の数が２以上の場合

にあつては、同号に定める金額に当 にあつては、同号に定める金額に当

該給与所得者等の数から１を減じた 該給与所得者等の数から１を減じた

数に１０万円を乗じて得た金額を加 数に１０万円を乗じて得た金額を加

えた金額）に２８万５，０００円に えた金額）に２８万５，０００円に

当該年度の保険料賦課期日（賦課期 当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した 日後に保険料の納付義務が発生した

場合にはその発生した日とする。） 場合にはその発生した日とする。）

現在において、その世帯に属する被 現在において、その世帯に属する被

保険者の数と特定同一世帯所属者の 保険者の数と特定同一世帯所属者の

数の合計数を乗じて得た額を加算し 数の合計数を乗じて得た額を加算し

た金額を超えない世帯に係る保険料 た金額を超えない世帯に係る保険料

の納付義務者であつて前号に該当す の納付義務者であつて前号に該当す
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る者以外のもの る者以外のもの

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等 ア 基礎賦課額に係る被保険者均等

割額 被保険者１人について２万 割額 被保険者１人について１万

１，０５０円 ９，４００円

イ 略 イ 略

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険 ウ 介護納付金賦課額に係る被保険

者均等割額 被保険者１人につい 者均等割額 被保険者１人につい

て８，３００円 て８，５００円

(３) 第１号に規定する総所得金額及 (３) 第１号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と区 び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算 分して計算される所得の金額の合算

額が、地方税法第３１４条の２第２ 額が、地方税法第３１４条の２第２

項第１号に定める金額（世帯主等の 項第１号に定める金額（世帯主等の

うち給与所得者等の数が２以上の場 うち給与所得者等の数が２以上の場

合にあつては、同号に定める金額に 合にあつては、同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から１を減じ 当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を た数に１０万円を乗じて得た金額を

加えた金額）に５２万円に当該年度 加えた金額）に５２万円に当該年度

の保険料賦課期日（賦課期日後に保 の保険料賦課期日（賦課期日後に保

険料の納付義務が発生した場合には 険料の納付義務が発生した場合には

その発生した日とする。）現在にお その発生した日とする。）現在にお

いて、その世帯に属する被保険者の いて、その世帯に属する被保険者の

数と特定同一世帯所属者の数の合計 数と特定同一世帯所属者の数の合計

数を乗じて得た額を加算した金額を 数を乗じて得た額を加算した金額を

超えない世帯に係る保険料の納付義 超えない世帯に係る保険料の納付義

務者であつて前２号に該当する者以 務者であつて前２号に該当する者以

外のもの 外のもの

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等 ア 基礎賦課額に係る被保険者均等

割額 被保険者１人について８， 割額 被保険者１人について７，
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４２０円 ７６０円

イ 略 イ 略

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険 ウ 介護納付金賦課額に係る被保険

者均等割額 被保険者１人につい 者均等割額 被保険者１人につい

て３，３２０円 て３，４００円

（未就学児の被保険者均等割額の減額）

第１８条の３ 当該年度において、納付

義務者の属する世帯に６歳に達する日

以後の最初の３月３１日以前である被

保険者がある場合における当該被保険

者に係る当該年度分の被保険者均等割

額（前条に規定する金額を減額するも

のとした場合にあつては、その減額後

の被保険者均等割額）は、当該被保険

者均等割額から、次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める

額を減額して得た額とする。

(１) 基礎賦課額に係る被保険者均等

割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア 前条第１号アに規定する金額を

減額した世帯 ６，３１５円

イ 前条第２号アに規定する金額を

減額した世帯 １万５２５円

ウ 前条第３号アに規定する金額を

減額した世帯 １万６，８４０円

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 ２万１，０５０円

(２) 後期高齢者支援金等賦課額に係
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る被保険者均等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ次に定め

る額

ア 前条第１号イに規定する金額を

減額した世帯 １，９８０円

イ 前条第２号イに規定する金額を

減額した世帯 ３，３００円

ウ 前条第３号イに規定する金額を

減額した世帯 ５，２８０円

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 ６，６００円

（特例対象被保険者等の特例） （特例対象被保険者等の特例）

第１９条 世帯主又は当該世帯に属する 第１９条 世帯主又は当該世帯に属する

被保険者若しくは特定同一世帯所属者 被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が特例対象被保険者等である場合にお が特例対象被保険者等である場合にお

ける第１４条第１項及び第１８条の２ ける第１４条第１項及び前条

の規定の適用については、第１４条第 の規定の適用については、第１４条第

１項中「規定する総所得金額」とある １項中「規定する総所得金額」とある

のは「規定する総所得金額（特例対象 のは「規定する総所得金額（特例対象

被保険者等の総所得金額に所得税法第 被保険者等の総所得金額に所得税法第

２８条第１項に規定する給与所得が含 ２８条第１項に規定する給与所得が含

まれている場合においては、当該給与 まれている場合においては、当該給与

所得については、同条第２項の規定に 所得については、同条第２項の規定に

よつて計算した金額の１００分の３０ よつて計算した金額の１００分の３０

に相当する金額によるものとする。第 に相当する金額によるものとする。第

２項において同じ。）」と、「所得の ２項において同じ。）」と、「所得の

金額（同法」とあるのは「所得の金額 金額（同法」とあるのは「所得の金額

（地方税法」と、第１８条の２第１号 （地方税法」と、前条第１号

中「総所得金額（同法」とあるのは 中「総所得金額（同法」とあるのは
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「総所得金額（特例対象被保険者等の 「総所得金額（特例対象被保険者等の

総所得金額に所得税法第２８条第１項 総所得金額に所得税法第２８条第１項

に規定する給与所得が含まれている場 に規定する給与所得が含まれている場

合においては、当該給与所得について 合においては、当該給与所得について

は、同条第２項の規定によつて計算し は、同条第２項の規定によつて計算し

た金額の１００分の３０に相当する金 た金額の１００分の３０に相当する金

額によるものとする。地方税法」とす 額によるものとする。地方税法」とす

る。 る。

資 料


